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本
稿
で
は
、
学
童
保
育
の
施
策
の
経
緯
を
お
お
ま
か
に
ふ

り
返
り
、全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、全
国
連
協
）

が
二
〇
二
三
年
に
行
っ
た
実
施
状
況
調
査＊

１
、
そ
し
て
「
放
課

後
児
童
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
な
ど
最
近
の
国
の
動
向
を
ふ
ま

え
て
、
今
後
の
課
題
を
お
伝
え
し
ま
す
。

学
童
保
育
の
成
り
立
ち
と
法
制
化
、

施
策
の
経
緯

　
「
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
」
と
「
子
育
て
」
の
両
立
を
願
う

多
く
の
人
々
の
思
い
を
も
と
に
、
保
護
者
と
指
導
員
が
力
を

あ
わ
せ
て
全
国
各
地
で
学
童
保
育
の
「
つ
く
り
運
動
」
を
は

じ
め
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
す
。

　
当
初
、
学
童
保
育
に
は
国
・
自
治
体
の
施
策
や
予
算
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
各
地
の
学
童
保
育
関
係
者
が
連
絡
協

議
会
を
通
じ
て
法
制
化
と
施
策
の
策
定
を
求
め
て
き
た
こ
と

も
あ
り
、よ
う
や
く
一
九
九
七
年
、「
児
童
福
祉
法
」
に
「
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
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＊

　
二
〇
一
二
年
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
が
成

立
し
、「
児
童
福
祉
法
」が
改
定
さ
れ
ま
し
た（
二
〇
一
五

年
に
施
行
）。
こ
の
「
児
童
福
祉
法
」
で
は
、
学
童
保

育
の
実
施
基
準
は
「
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社

会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
水
準
を
確
保
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
国
は
二
〇
一
四
年
に
厚
生
労
働
省
令
「
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
以

下
「
設
備
運
営
基
準
」）、
翌
二
〇
一
五
年
に
「
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」（
以
下「
運
営
指
針
」）を
策
定
し
ま
し
た
。

　
現
在
、
学
童
保
育
は
各
市
町
村
が
行
う
「
地
域
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
市
町
村

は
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
ニ
ー
ズ
調
査
に
も
と
づ
い

学
童
保
育
の
施
策
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

―
保
護
者
と
指
導
員
が
共
に
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会


